
                         和議第４６号   

 

持続可能な林業を実現するための予算確保を求める意見書（案） 

 

森林は、国土の保全、水源の涵養、地球温暖化の防止、木材等の林産物の供

給等の多面的機能を有しており、国民全体に様々な恩恵をもたらしている。 

県土の約８割を森林が占める本県において、森林整備や森林資源の活用が進

むことは地域経済の成長にとどまらず、２０５０年カーボンニュートラルの実

現に寄与するものである。 

これらを踏まえ、本県では、２０２５年１２月に策定した新たな「和歌山県

総合計画」において「伐って、使って、植えて、育てる」という森林資源の循

環利用を積極的に推進することとしている。 

また、そのためには、林業生産の基盤となる林道整備が不可欠であるが、本

県では、整備が低位であることから「和歌山県林道整備計画」を策定し、２０

２５年から、林道整備を重点的に推進しているところである。 

加えて、林道は災害時の代替路となり国土強靱化の推進にも繋がっている。 

しかしながら、林道整備をはじめ森林整備に係る国予算は十分でない状況で

あり、計画的な事業実施に支障が出ている。 

よって、国におかれては、持続可能な林業が実現できるよう下記事項を強く

要望する。 

 

記 

 

持続可能な林業に資する間伐の実施や確実な再造林など、森林整備事業に係

る予算を充分に確保すること。 

特に、本県の林道整備計画が確実に実施されるよう林道整備に係る予算を大

幅に拡充すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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